
　　　　　　　泉南市会計年度任用職員募集要項　　≪令和８年４月≫ 

泉南市健康子ども部家庭支援課 
 

１　職種・採用予定人数・受験資格・業務内容・勤務時間・勤務場所・時間単価 

※次のいずれかに該当する方は、受験できません。 

①　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

②　泉南市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③　日本国憲法施行日の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他を結成し、又はこれに加入した者 

 ※時間単価は、改定される場合があります。 

※基準点に達しない場合は、「合格者無し」とする場合があります。　 

 

２　諸手当等　　条例、規則等に基づき通勤費が支給されます。期末手当等の支給があります。　　　　 

　　　　　　 

３　社会保険等　　共済組合・厚生年金・雇用保険に加入(週20時間以上の場合) 

 

４　服　　務　　地方公務員法の服務及び懲戒に関する規定の対象となります。 

 

５　採 　 用　　令和８年５月中旬採用予定（面接時に確認します。）　 

 

６　任用期限　　令和９年３月31日まで 

 

 

 

 

 

 職　　種 家庭児童相談員
 採用人数 １名程度
 受験資格 普通運転免許を有し実際に普通自動車を運転でき、パソコン操作（ワー

ド・エクセル等）ができ、次のいずれかの資格等を有する方 
①保健師 
②看護師 
③社会福祉士 
④精神保健福祉士 
⑤公認心理師 

　⑥保育士 
⑦教育免許法に規定する普通免許状を有する者 
⑧社会福祉主事たる資格を得た後３年以上児童福祉事業に従事した者

 業務内容 児童虐待対応、家庭児童相談業務全般 
（家庭訪問・面接・電話相談・会議出席・相談記録・資料作成等）

 
勤務時間

月～金曜の５日間（年末年始、祝日を除く） 
10：30～17：30

 勤務場所 健康子ども部家庭支援課家庭支援係（家庭児童相談室） 
（泉南市役所本庁１階）

 時間単価 ①2,023円　　　②1,872円　　　③④⑤1,779円　　　⑥⑦⑧1,639円



７　試　　験　　①日時　　申込時に決定します。　 

　　　　　　　　②場所　　泉南市役所（詳細は、申込時に決定します。） 

　　　　　　　　③内容　　面接 

 

８　合格者の発表　　試験後１～２週間程度の予定。合否に関わらず通知します。 

 

９　受験手続　　申込先　健康子ども部　家庭支援課　家庭支援係（家庭児童相談室） 

①受付期間　　令和８年４月１日(水)～４月17日(金)※但し、土・日を除く　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　９：00～17：30　　　　　　　　 

４月17日のみ９：00～正午(時間厳守)　 

②受付場所　　泉南市役所１階　泉南市健康子ども部家庭支援課　家庭支援係 

（家庭児童相談室） 

 

　　　　　　　　③提出書類　　１）申込書・受験票(写真は縦４㎝　横３㎝、正面向、上半 

身、脱帽、申込み３か月以内に撮影したもの) 

　　　　　　　　　　　　　　　　２）生年月日を確認できる書類(運転免許証)の写し 

　　　　　　　　　　　　　　　　３）資格証の写し　 

                             　 ４）返信用封筒（長形３号：110円切手を貼り、宛名を明記

した封筒を１通（合否通知用）） 

郵送で受験の申込みをする場合　 

「合否通知用・受験票返送用」として、上記の「返信用封筒が２

通」必要になります。 

 

10　注意事項 

① 受験申込書等の記載事項に不備がある場合には、お返しすることがありますが、そのため

に生じた申込み遅延等については責任を負いかねますので、受験手続については十分注意

してください。 

② 受験に関する提出書類はお返しいたしません。 

なお、受験に際して取得した個人情報は、泉南市個人情報保護条例に基づき適正に管理

し、採用試験及び採用に関する事務以外の目的への使用はいたしません。 

③ 試験に関する問い合せには、一切応じられません。 

④ 受験資格がないこと及び提出書類の記載事項が正しくないことが判明した場合は、合格を

取り消すことがあります。 

⑤ 敷地内は禁煙です。 

⑥ 試験会場の駐車場には限りがありますので、できるだけ公共の交通手段をご利用くださ

い。 

 

11　問い合せ先　　　泉南市　健康子ども部　家庭支援課　家庭支援係（家庭児童相談室） 

　　　　　　　　　　〒590－0592　泉南市樽井一丁目１番１号　　 

電話072－485－1586（直通） 

 


